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お知らせ掲示板
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コ
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金山町春季火災予防運動空き家の適正管理と利活用について
◆期間中は、朝夕７時に各地区のスピーカーからサイレンを鳴らします◆

４月16日㊐ ～４月22日㊏

春季火災予防運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることに
よって、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする負傷者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐ
ことを目的として実施されます。

空き家は個人の財産であり、所有者等が適正に管理することが原則です。周辺の住環境に悪影響を及ぼさな
いよう、下記の点についてご留意ください。
▼発生予防　居住段階から現住宅の将来を考え必要な準備を。長期利用、相続登記等を適切に行う。　
▼適正管理　空き家となった場合は、周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理を行う。
▼利 活 用　借り手や買い手を見つけるために、「空き家・空き地バンク」に登録を。 
▼除　　却　周辺住民等の安全・安心な住環境のために空き家は解体を。（町では、空き家等の除却に要す

る工事費に対する助成制度があります）
◆４つの習慣
①寝たばこは、絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは
抜く。

◆６つの対策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安
全装置の付いた機器を使用する。

②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期
的に点検し、10年を目安に交換する。

③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
衣類及びカーテンは、燃えにくい素材を使用する。

④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、
使い方を確認しておく。

⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方
法を常に確保し、備えておく。

⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
ぐるみの防火対策を行う。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

●火事と救急、救助は　☎119　　
●消防に関する相談事は　☎52－2913　☎22－7521
●消防情報サービス（災害の問い合わせ等）
　☎0180－99－2345

…空き家・空き地バンクとは…
空き家・空き地の賃貸、売買等を希
望する所有者からうけた情報をホー
ムページ等で公開し、利用を希望す
る方に紹介する制度です。

…対象となる物件…
個人が所有する空き家及び空き地
（空き家、空き地となる予定のもの
を含む）です。なお、空き地につい
ては、地目が宅地であるものに限り
ます。

所有者
金山町

空き家・空き地
バンク

売りたい
貸したい

利用者
買いたい
借りたい

仲介・契約
① 当事者間
② 宅地建物取引業
　 協会等へ依頼

募集

登録

情報

申込

住んでいない家や使っていない空き地を登録しませんか？

（全国春季火災予防運動は4/9～4/22）

問 役場環境整備課
　 管理係　☎29－5627

施設名

指定管理者

指定管理期間

電話番号

役場問合わせ先

グリーンバレー神室一帯施設 街角交流施設・大堰公園休憩所

株式会社有屋建設
代表取締役　柴田　清広

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

グリーンバレー神室
管理事務所　☎52－2240

産業課 商工観光係 ☎29－5640

一般社団法人SAI ～平和の文化～
代表理事　松本　広子

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

マルコの蔵　☎32－1212

環境整備課 管理係 ☎29－5627


